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   三朝町議会会議規則の一部を改正する規則 

 

三朝町議会会議規則（昭和 62 年三朝町議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下｢移動条｣という。）に対応する同表の改

正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下｢移動後条｣という。）が存在する場合には、当該移動

条を当該移動後条とし、移動後条に対応する移動条が存在しない場合には、当該移動後条（以下｢追

加条｣という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び追加条を除く。以下「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正

後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には、当該改正後部分を加える。 
 

改正後 改正前 

  

目次 目次 

第１章 総則（第１条－第 13 条） 第１章 総則（第１条～第 13 条） 

第２章 議案及び動議（第 14 条－第 20 条） 第２章 議案及び動議（第 14 条～第 20 条） 

第３章 議事日程（第 21 条－第 25 条） 第３章 議事日程（第 21 条～第 25 条） 

第４章 選挙（第 26 条－第 35 条） 第４章 選挙（第 26 条～第 35 条） 



第５章 議事（第 36 条－第 49 条） 第５章 議事（第 36 条～第 49 条） 

第６章 発言（第 50 条－第 64 条） 第６章 発言（第 50 条～第 64 条） 

第７章 委員会（第 65 条－第 77 条） 第７章 委員会（第 65 条～第 77 条） 

第８章 表決（第 78 条－第 88 条） 第８章 表決（第 78 条～第 88 条） 

第９章 請願（第 89 条－第 95 条） 第９章 請願（第 89 条～第 95 条） 

第 10 章 略 第 10 章 略 

第 11 章 辞職及び資格の決定（第 98 条－第

101 条） 

第 11 章 辞職及び資格の決定（第 98 条～第

101 条） 

第 12 章 規律（第 102 条－第 109 条） 第 12 章 規律（第 102 条～第 109 条） 

第 13 章 懲罰（第 110 条－第 116 条） 第 13 章 懲罰（第 110 条～第 116 条） 

第 14 章 略 第 14 章 略 

第 15 章 協議又は調整を行うための場（第

119 条） 

 

第 16 章 議員の派遣（第 120 条） 第 15 章 議員の派遣（第 119 条） 

第 17 章 補則（第 121 条） 第 16 章 補則（第 120 条） 

附則    附則 

  

（休会） （休会） 

第 10 条 略 第 10 条 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下

「法」という。）第 114 条第１項の規定によ

る請求があった場合のほか、議会の議決が

あったときは、議長は、休会の日でも会議を

開かなければならない。 

４ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下

「法」という。）第 114 条((議員の請求によ

る開議))第１項の規定による請求があった

場合のほか、議会の議決があったときは、議

長は、休会の日でも会議を開かなければなら

ない。 

  

（出席催告） （出席催告） 

第 13 条 法第 113 条の規定による出席催告の

方法は、議場に現在する議員又は議員の住所

（別に宿所又は連絡所の届出をした者につ

いては、当該届出の宿所又は連絡所）に文書

又は口頭をもって行う。 

第 13 条 法第 113 条((定足数))の規定による

出席催告の方法は、議場に現在する議員又は

議員の住所（別に宿所又は連絡所の届出をし

た者については、当該届出の宿所又は連絡

所）に文書又は口頭をもって行う。 

  

（議案の提出） （議案の提出） 

第 14 条 法第 112 条の規定によるものを除く 第 14 条 法第 112 条((議員の議案提出権))の



ほか、議員が議案を提出するに当たっては、

２人以上の者の賛成がなければならない。 

規定によるものを除くほか、議員が議案を提

出するに当たっては、２人以上の者の賛成が

なければならない。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（修正の動議） （修正の動議） 

第 17 条 法第 115 条の２の規定によるものを

除くほか、議会が修正の動議を議題とするに

当たっては、２人以上の者の発議によらなけ

ればならない。 

第 17 条 法第 115 条の２((修正の動議))の規

定によるものを除くほか、議会が修正の動議

を議題とするに当たっては、２人以上の者の

発議によらなければならない。 

２ 略 ２ 略 

  

（議場の出入口閉鎖） （議場の出入口閉鎖） 

第 28 条 投票による選挙を行うときは、議長

は、第 26 条の規定による宣告の後、職員を

して議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を

報告する。 

第 28 条 投票による選挙を行うときは、議長

は、第 26 条((選挙の宣告))の規定による宣

告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖さ

せ、出席議員数を報告する。 

  

（付託事件を議題とする時期） （付託事件を議題とする時期） 

第 40 条 委員会に付託した事件は、第 77 条の

規定による報告書の提出をまって議題とす

る。 

第 40 条 委員会に付託した事件は、第 77 条

((委員会報告書))の規定による報告書の提

出をまって議題とする。 

  

（委員長及び少数意見の報告） （委員長及び少数意見の報告） 

第 41 条 略 第 41 条 略 

２ 第 76 条第２項の規定による手続を行った

者は、前項の報告に次いで少数意見の報告を

することができる。この場合において、少数

意見が 2 個以上あるときの報告の順序は、議

長が定める。 

２ 第 76 条((少数意見の留保))第２項の規定

による手続を行った者は、前項の報告に次い

で少数意見の報告をすることができる。この

場合において、少数意見が 2 個以上あるとき

の報告の順序は、議長が定める。 

３及び４ 略 ３及び４ 略 

  

（委員会の審査又は調査の期限） （委員会の審査又は調査の期限） 

第 46 条 略 第 46 条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前２項の期限までに審査又は調査を終わ

らなかったときは、その事件は、第 40 条の

３ 前２項の期限までに審査又は調査を終わ

らなかったときは、その事件は、第 40 条((付



規定にかかわらず、議会において審議するこ

とができる。 

託事件を議題とする時期))の規定にかかわ

らず、議会において審議することができる。 

  

（準用規定） （準用規定） 

第 63 条 質問については、第 59 条第１項の規

定を準用する。 

第 63 条 質問については、第 59 条((質疑又は

討論の終結))第１項の規定を準用する。 

  

（証人出頭又は記録提出の要求） （証人出頭又は記録提出の要求） 

第 72 条 委員会は、法第 100 条の規定による

調査を委託された場合において、証人の出頭

又は記録の提出を求めようとするときは、議

長に申し出なければならない。 

第 72 条 委員会は、法第 100 条((調査権))の

規定による調査を委託された場合において、

証人の出頭又は記録の提出を求めようとす

るときは、議長に申し出なければならない。 

  

（選挙規定の準用） （選挙規定の準用） 

第 85 条 記名又は無記名の投票を行う場合に

は、第 28 条、第 29 条、第 30 条、第 31 条、

第 32 条、第 33 条第 1 項、第 34 条及び第 35

条の規定を準用する。 

第 85 条 記名又は無記名の投票を行う場合に

は、第 28 条((議場の出入口閉鎖))、第 29 条

((投票用紙の配布及び投票箱の点検))、第 30

条((投票))、第 31 条((投票の終了))、第 32

条((開票及び投票の効力))、第 33 条((選挙

結果の報告))第 1 項、第 34 条((選挙に関す

る疑義))及び第 35 条((選挙関係書類の保

存))の規定を準用する。 

  

（請願の委員会付託） （請願の委員会付託） 

第 92 条 議長は、第 39 条第１項の規定にかか

わらず、請願文書表の配布とともに、請願を

所管の常任委員会又は議会運営委員会に付

託する。ただし、会議に付した請願で常任委

員会に係るものは、議会の議決で特別委員会

に付託することができる。 

第 92 条 議長は、第 39 条((議案等の説明、質

疑及び委員会付託))第１項の規定にかかわ

らず、請願文書表の配布とともに、請願を所

管の常任委員会又は議会運営委員会に付託

する。ただし、会議に付した請願で常任委員

会に係るものは、議会の議決で特別委員会に

付託することができる。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（資格決定の要求） （資格決定の要求） 

第 100 条 法第 127 条第１項の規定により、議

員の被選挙権の有無又は法第 92 条の２の規

定に該当するかどうかについて議会の決定

第 100 条 法第 127 条((失職及び資格決定))第

１項の規定により、議員の被選挙権の有無又

は法第 92 条の２((議員の兼業禁止))の規定



を求めようとする議員は、要求の理由を記載

した要求書を証拠書類とともに議長に提出

しなければならない。 

に該当するかどうかについて議会の決定を

求めようとする議員は、要求の理由を記載し

た要求書を証拠書類とともに議長に提出し

なければならない。 

  

（資格決定の審査） （資格決定の審査） 

第 101 条 前条の要求については、議会は、第

39 条第１項の規定にかかわらず、委員会に付

託しなければ決定することができない。 

第 101 条 前条の要求については、議会は、第

39 条((議案等の説明、質疑及び委員会付託))

第１項の規定にかかわらず、委員会に付託し

なければ決定することができない。 

  

（懲罰動議の提出） （懲罰動議の提出） 

第 110 条 略 第 110 条 略 

２ 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起

算して３日以内に提出しなければならない。

ただし、第 97 条第２項の違反に係るものに

ついては、この限りでない。 

２ 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起

算して３日以内に提出しなければならない。

ただし、第 97 条((秘密の保持))第２項の違

反に係るものについては、この限りでない。 

  

(懲罰の審査) （懲罰の審査） 

第 111 条 懲罰については、議会は、第 39 条

第１項の規定にかかわらず、委員会に付託し

なければ決定することができない。 

第 111 条 懲罰については、議会は、第 39 条

((議案等の説明、質疑及び委員会付託))第１

項の規定にかかわらず、委員会に付託しなけ

れば決定することができない。 

 

（会議録の記載事項） 

第 117 条 会議録に記載する事項は、次のとお

りとする。 

(１)～(14) 略 

(15)  前各号に定めるもののほか、議長又

は議会において必要と認めた事項 

 

第 15 章 協議又は調整を行うための場 

 

（会議録の記載事項） 

第 117 条 会議録に記載する事項は、次のとお

りとする。 

(１)～(14) 略 

(15)  その他議長又は議会において必要と

認めた事項 

 

（協議又は調整を行うための場）  

第 119 条 法第 100 条第 12 項に規定により議

案の審査又は議会の運営に関し協議又は調

整を行うための場（以下「協議等の場」とい

う。）を次のとおり設ける。 

 



 (１) 全員協議会 

 (２) 総務常任委員会協議会 
 (３) 産業建設常任委員会協議会 
 (４) 教育民生常任委員会協議会 

２ 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨

時的に設ける必要があるときは、議会の議決

でこれを決定する。ただし、緊急を要する場

合は、議長が設けることができる。 

 

３ 前項の規定により、協議等の場を設けるに

当たっては、名称、目的、構成員及び招集権

者を明らかにしなければならない。 

 

４ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議

長が別に定める。 

 

 

   第 16 章 略 

    

第 15 章 略 

 

（議員の派遣） （議員の派遣） 

第 120 条 法第 100 条第 13 項の規定により議

員を派遣しようとするときは、議会の議決で

これを決定する。ただし、緊急を要する場合

は、議長において議員の派遣を決定すること

ができる。 

第 119 条 法第 100 条第 12 項の規定により議

員を派遣しようとするときは、議会の議決で

これを決定する。ただし、緊急を要する場合

は、議長において議員の派遣を決定すること

ができる。 

２ 略 ２ 略  

 

第 17 章 略 

 

   第 16 章 略 

 

（会議規則の疑義） （会議規則の疑義） 

第 121 条 略 第 120 条 略 

  

   附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 

 


